
韓国で口蹄疫が発生！

韓国で、2025年３月に口蹄疫の発
生が確認されました。

4月から新石垣と韓国を発
着する航空便が再開します。
現在、八重山へ侵入するリスクが
極めて高まっています。

農場の出入り時は、専用の靴・衣服を着用し、手指
を消毒するとともに、持ち込む物品や出入りする車
両の消毒を徹底しましょう。

農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係者
以外の立入を制限しましょう。

毎日、飼養家畜の健康観察を行い、
疑わしい症状があれば直ぐに通報しましょう。

従業員の方も含め、口蹄疫が発生している国への渡航は可能な
限り控えるとともに、これらの国からの郵便物等は衛生管理区
域に持ち込まないようにしましょう。

畜舎の出入口に専用の靴の着用や踏込消毒槽等を設置する
ことにより、出入りする人の靴底の消毒を徹底しましょう。

今一度、発生予防を徹底しましょう！

牛農家の皆様へ
発生予防の徹底をお願いします！

裏面も
チェック！

全羅南道（1件）3月14日
霊岩郡 牛：１件※（約180頭飼育）

出典：韓国農林畜産食品部
WOAH
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TEL:0980-84-4111 FAX:0980-84-4121



専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう！

★ 逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です！
★ 消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと！

・ 衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や
衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。

・ 畜舎ごとに専用の靴または踏込消毒を設置し、
使用しましょう。

◎効果的な消毒のポイント
・ 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるの
で、まずは汚れを落としてから消毒しましょう。
また、消毒薬が汚れていたら、直ちに交換しま
しょう。

・ 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤ
のみを消毒するのではなく、泥よけの内側部分ま
で消毒し、衛生管理区域内で降車する場合は農場
専用のフロアマット等の使用や車内（ハンドルや
ドアノブ等）の消毒を実施しましょう。

≪要注意≫

疑わしい症状は直ちに通報を！
口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に泡状のよだれを
流したり、口、ひづめ、乳房に水疱（水ぶくれ）ができるのが特徴です。

～牛の症状～

上顎口唇潰瘍 水疱が破れている

写真：動物衛生研究部門提供

＜A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果＞
写真：宮崎県提供

毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や最寄りの
家畜保健衛生所に連絡しましょう。

牛では、１頭のみに着目せず、泡状のよだれを多く流している個体が多い、
上記の症状が急速に拡がるなど、群としての異状の有無を確認することが
重要です。

連絡先：八重山家畜保健衛生所 TEL：０９８０-８４-４１１１

車両はタイヤだけでなく、泥よけの内側まで
消毒し、フロアマットの交換やペダル等車内も
消毒

専用の服や靴の使用、手指消毒

推奨される踏込消毒槽の設置方法

②消毒液の槽

①水洗の槽

汚れをしっかり落としてから消毒



家畜を飼養している方は、法律により毎年2月1日現
在の家畜の頭羽数及び衛生管理状況を県知事へ報告する
ことが義務付けられています。１頭（１羽）から報告が
必要です。よろしくお願いします。

家畜所有の皆さま

問合せ・提出先：八重山家畜保健衛生所
〒907-0243 石垣市宮良1-2
TEL 84-4111 ／FAX 84-4121
E-mail:

【報告が必要な家畜】
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、

あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥

提出内容：１．基本情報

２．飼養衛生管理の遵守状況

報告様式：八重山家保の窓口

八重山家保HPからダウンロード

※牛を飼養している方のうち、昨年度提出された方には、
今年も家保から様式を送付します。

提出期限：4月15日（鶏・家きん以外）

6月15日（鶏・家きん）

提出方法：持参、郵送、FAX、E-mail

提出先： 八重山家保、市町村役場、JAの畜産の窓口

前年度と変更無ければ、別途書類（平面図、埋却地等）の提出は省略
できます。初めて報告される方は別途書類の提出が必要です。

定期報告書の提出はお済みですか

(https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/norin-yaeyama-kaho/teikihoukoku.html)

takakuwy@pref.okinawa.lg.jp（牛：高桑）
ganahano@pref.okinawa.lg.jp（豚：桃原）
suzukiha@pref.okinawa.lg.jp （鶏：鈴木）



八重山は牛異常産ウイルスの流行地域です八重山は牛異常産ウイルスの流行地域です

左：チュウザンウイルス感染による
異常子牛。体型異常はみられない
が、神経症状を呈し、起立不能。

右：アイノウイルス感染による異常
子牛。斜頚や四肢の彎曲と拘縮が
みられる。

異常産は、様々な原因で起こりますが、アカバネ、チュウ
ザン、アイノ、ピートンウイルスによる異常産は、ワクチ
ンで予防することができます。異常産ワクチンは妊娠中の
母牛にも接種可能です。
ウイルスの流行時期（夏～秋）の前に接種し、胎児を
ウイルスから守りましょう。

備考予防できる病気ワクチンの種類・手数料

初めての場合は、
1ヵ月後に2回目の
接種が必要

アカバネ病
アイノウイルス感染症
チュウザン病
ピートンウイルス感染症

4種混合不活化ワクチン
4,000円/頭

（2,000円/頭の２回打ち）

接種対象：６ヶ月齢以上の未経産牛
経産牛についても接種を推奨します。
経産牛の接種については、かかりつけの獣医師に相談してください。

牛異常産ワクチンを母牛に接種し、
異常産を起こすウイルスから胎子を守りましょう

＊ワクチン接種の注意（以下の牛は接種できません）
・健康に異常のある牛 ・発情中の牛 ・分娩前後の牛

牛の異常産ワクチン



＊ワクチン接種の注意（以下の牛は接種できません）
・健康に異常のある牛 ・発情中の牛 ・分娩前後の牛

（TEL: 84-4111 ）八重山家畜保健衛生所

申し込み先

問い合わせ先

石垣市の方は市畜産課へ （TEL：82-1422）
竹富町の方は町農林水産課へ （TEL：82-6191）
与那国町の方は町産業振興課へ（TEL：87-3582）

牛流行熱・イバラキ病ワクチン

備考予防できる病気ワクチンの種類・手数料

初めての場合は、
1ヵ月後に2回目
の接種が必要

牛流行熱

イバラキ病

牛流行熱・イバラキ病
混合ワクチン

1100円/頭
（550円/頭の２回打ち）

接種対象：すべての牛

牛流行熱は、発熱に伴い、乳牛では乳量の低
下、種雄牛では精子数の減少が起きます。昨年、
与那国町で流行がみられ、多くの子牛や母牛に
発熱や四肢の疼痛などの症状がみられ、セリ出
荷を延期した子牛もいました。通常は数日で回
復しますが、重症化し死亡した牛もいました。

牛流行熱により
発熱した母牛
イバラキ病は、発熱や流涎、嚥下困難などを呈し、流産や早産

などの異常産も起こします。昨年の県の調査でも、八重山地域で
ウイルスの動きが確認されています。



ミツバチを飼育する方々へ

スズメバチ

フンの被害刺傷事故

★ ミツバチを飼育する全ての者は、毎年１月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出する
必
要があります。届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがありま
す。（養蜂振興法第３条第１項、第14条）
★ セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、どちらも届出が必要です。
★ 「自然巣洞」や「重箱式」等の飼育方法でも、反復利用している場合は届出が必要です。
★ 飼育届の受理をもって蜂群の配置が許可されるものではありません。ミツバチの飼育を始

める前には周辺のミツバチ飼育者と配置調整が必要であり、調整の結果次第で飼育場所の再
検

討や蜂群数の減群等を求められる場合もあります。ミツバチの飼育の際に気を付けること

（問い合わせ先）
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課畜産振興室 TEL：０９８ – ８６６ – １６５３
沖縄県農林水産部畜産課 TEL：０９８ – ８６６ –２２６９
沖縄県八重山家畜保健衛生所 TEL：０９８０－８４－４１１１
（ミツバチ飼育の技術指導手引書関係）
（一社）日本養蜂協会 TEL：03 – 3297 – 5645 

ふそ病やバロア症(ダニ)などの被害

○ 適切な管理を行っていないと、ふそ病や
バロア症(ダニ)などの病気の温床となり、
他の養蜂家にも影響を与えることがありま
す。マニュアル等を参考に適切に管理しま
しょう。また、異常が見られた場合は近隣
の家畜保健衛生所に連絡してください。

○ 秋になると、ミツバチを餌とするスズメ
バチが巣に飛来することがあります。スズ
メバチは攻撃性が強く、周辺の住民が刺さ
れることがあるため大変危険です。

○ ハチのフンにより、周辺住民の洗濯物や
車を汚してしまうことがあります。飼育場
所の周辺には十分配慮しましょう。

○ ミツバチが人を刺すこともあるため、周
辺の人には飼育のことを伝え、理解を得て
おきましょう。特に、春から夏にかけては
分蜂防止対策を講じる等、適正な群数の維
持に努める必要があります。

都道府県への飼育届の提出

ミツバチの飼育は周辺住民や他の飼育者との
トラブルが起こる可能性があるので注意が必要です。

日頃から周辺の住民の方に対し、ミツバチを飼育することへの理解を得るためにコミュニケーショ
ンをとっておくことが重要です。また、飼育に関する知識や技術を習得することでトラブルを未然に
防ぐこともできますので、ご自身で勉強するとともに、地域の実情に詳しい方が行う講習会の受講や既
に蜜蜂の飼育を行っている方から助言を受けるなど、適切な対応を取るようにしましょう。

トラブルを起こさないために

よくあるトラブル

（令和５年12月改正）



【蜜蜂飼育者の皆様へ】
配置調整へのご協力をお願いします。

お願い

飼育届の徹底と都道府県による蜂群配置の適正化への
ご理解・ご協力をお願いします。

蜜蜂飼育者間のトラブルの回避や、限られた蜜源の有効活用、
疾病まん延の防止等に寄与します。

限られた蜜源植物を、蜂群同士が争うことなく
最大限利用するためには、地域の蜜源植物の
植栽状況に応じた蜂群の配置調整が必要です。

（令和５年12月改正）

※ 試験研究用又は蜂蜜等の自家消費のために小規模で蜜蜂を飼育する個人を除き、
反復継続して蜜蜂を飼育している場合は、養蜂業者にあたります。

★ 蜜蜂を飼育する全ての方は、毎年１月末までに、飼育届を住所地の
都道府県に提出する必要があります。

★ 飼育届は、提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に
蜂群の配置調整が必要となる場合があります。

★ 飼育計画に基づかない蜂群数の増加や飼育場所の変更は、飼育変更
届の提出が必要になるとともに、改めて蜂群の配置調整が必要となる
場合があります。

★ 不適切な管理による病気の発生は、地域の適正な蜂群配置等に悪い
影響を与えます。

★ 今般、蜂群の配置調整の対象となる「養蜂業者※」の範囲が拡大さ
れましたので、ご注意ください。

ポイント

○お問い合わせ先
・農林水産省畜産局畜産振興課 TEL：03-3591-3656

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：beekeeping@maff.go.jp
・内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課畜産振興室 TEL：098-866-1653
・沖縄県農林水産部畜産課 TEL：098-866-2269
・沖縄県八重山家畜保健衛生所 TEL：0980-84-4111



八重山家畜保健衛生所： ‐ ‐



〇 ぼーのファーム 氏
6次産業化に取り組み、経産和牛を活用した「牛飼い仕込み
いのちのビーフジャーキー」を開発しました！

〇 仲大盛 吉幸 氏
仲大盛氏はJA石垣牛肥育部会の設立に尽力し、長年、肥育部会長として
「JA石垣牛」のブランド確立に貢献されてきました！

おきなわ花と食のフェスティバル2025

令和７年１月18日におきなわ花と食のフェスティバルにて、
八重山地域で活躍している畜産農家２名が「沖縄県農林漁業賞
畜産部門」と「おきなわ島ふ～どグランプリ」を受賞しました。

「沖縄県農林漁業賞 畜産部門」

「おきなわ島ふ～どグランプリ」最優秀賞

受賞おめでとうございます。



選抜以来結果を出し続けている美百合は令和６年６月解析の
推定育種価も抜群でした。この度、全国和牛登録協会により本
県の和牛改良の中核を担う高等登録牛として認定されることに
なりました。保留牛も少しずつ増えており、当センターのゲノ
ミック評価でも本県トップクラスの美百合母体が出てきていま
す。母体の能力が評価されれば、本県種雄牛の課題である雌
産子のセリ値の向上が期待できます。
間違いない産肉能力を示した美百合。次は母体利用のス

テージへ！期待大です！

美百合美百合

高等登録牛に認定！

(ちゅらゆり)

平成30年8月28日生
審査得点：83.7点
生 産 者：今帰仁村

我那覇 盛
遺 伝 病：全て正常

赤毛因子不保持

気高系

母体利用が次のステップ！

令和７年６月から譲渡価格が￥2,000から￥3,500に変わります

※枝肉６形質：R７.１月解析、MUFA：R６.６月解析推定育種価

項目
枝重
(kg)

ロース芯
(㎠)

バラ厚
(cm)

皮下脂肪
(cm)

歩留
(%)

脂肪交雑
MUFA

(%)

ランク Ａ Ａ Ａ B Ａ H C

育種価 115.9 35.0 1.8 -0.6 4.9 3.9 -0.6



令鵬令鵬
令和元年9月12日生
審査得点：83.8点
生 産 者：今帰仁村

我那覇 盛
遺 伝 病：全て正常

赤毛因子不保持

現場検定結果

令和６年度現場検定終了 選抜牛決定！

『令鵬』は、百合白清２の後継です。現場検定成績
で、BMS No.の平均はまさかの美百合越えで歴
代１位！特に雌は５等級率が１００％と安定感抜群
の結果を残しました。令和7年1月解析の推定育種
価で脂肪交雑順位１位を獲得しました！その他の
形質もオールA。気高の血が濃いめで、特に糸桜
系・田尻系への交配がしやすい牛となっています。

交配例
糸桜系：福之姫、北福波、美国桜
田尻系：美津照重、安福久、華春福
気高系：諒太郎、幸紀雄、勝群星

(れいほう)

項目 ランク 育種価

枝重
(kg)

Ａ 71.6

ロース芯
(㎠)

Ａ 27.0

バラ厚
(cm)

Ａ 1.4

皮下脂肪
(cm)

Ａ -1.0

歩留
(%)

Ａ 4.5

脂肪交雑 Ｈ 4.2

気高系

平均値 頭数
出荷
月齢

BMS
No.

枝量
（kg）

ロース

（cm2）

バラ厚
（cm）

皮下厚
（cm）

歩留
5等級率
（％）

去勢 10 27.6 9.7 498.9 69.7 7.7 2.3 75.4 80.0

雌 9 31.5 10.7 471.6 64.0 7.7 2.6 74.6 100.0

全体 19 29.5 10.2 486.0 67.0 7.7 2.4 75.0 89.5

令和６年３月から譲渡価格
￥1,000から￥2,000に変更



白鶴桜白鶴桜
令和元年6月21日生
審査得点：85.5点
生 産 者：今帰仁村

石川 輔
遺 伝 病：全て正常

赤毛因子不保持

現場検定結果

白鶴桜は、本県初の美国桜の後継です。体型
が良く高い審査得点を得ていること、体積が改
良されていることから、特に母体利用として期
待しています！また、直接検定では飼料効率が
良い（無駄食いが少ない）結果が出ています。
現場検定結果では雌の方が安定した成績を出
しています。共進会に向けても是非ご利用くだ
さい。

交配例
田尻系：美津照重、安福久、華春福
気高系：幸紀雄、百合茂、諒太郎
糸桜系：福之姫、北福波

(はくつるざくら)

項目 ランク 育種価

枝重
(kg)

Ａ 74.7

ロース芯
(㎠)

Ａ 27.1

バラ厚
(cm) B 1.2

皮下脂肪
(cm) Ａ -0.6

歩留
(%) Ａ 4.0

脂肪交雑 Ｈ 3.4

糸桜系

平均値 頭数
出荷
月齢

BMS
No.

枝量
（kg）

ロース

（cm2）
バラ厚
（cm）

皮下厚
（cm）

歩留
5等級率
（％）

去勢 12 28.4 8.6 516.6 66.3 7.6 2.7 74.2 66.7

雌 10 30.9 9.4 490 66.7 8.1 3.2 74.4 80.0

全体 22 29.5 9.0 504.5 66.5 7.8 2.9 74.3 72.7

令和６年３月から譲渡価格
￥1,000から￥2,000に変更





頭
枝肉
重量

歩留
皮下
脂肪

ばらロースBMS
平均
月齢

平均
産次

2代祖

17528.0 77.91.98.583.511.529.63.2美国桜

4486.176.12.38.073.011.028.91.5茂北福

9504.775.92.38.073.711.027.94.1華春福

4555.576.82.18.680.311.029.02.8諒太郎

11499.275.02.67.968.610.530.02.8福福波

4508.075.42.18.068.310.531.110.8安茂勝

10508.177.01.98.477.410.528.96.7安福久

4473.976.42.38.472.510.331.24.0芳之国

5513.475.32.58.269.410.229.48.0百合茂

7532.676.52.38.876.610.028.79.7勝忠平

16504.375.22.58.367.99.929.94.1美津照重

5456.174.22.57.360.89.829.45.6光平照

30499.874.92.78.168.19.730.05.7北福波

10498.974.92.57.867.29.728.82.9幸紀雄

12508.075.22.38.366.89.628.65.3勝群星

4466.175.32.48.165.59.029.510.3北平安

15512.374.22.67.864.28.530.511.3福栄

「美百合」 肥育成績まとめ【R5.１月～R7.３月】

（公社）沖縄県家畜改良協会から令和５年１月以降に判明した
「美百合」産子の枝肉情報が提供されました。

※出荷頭数４頭以上

頭
数

枝肉
重量

歩留
皮下
脂肪

ばらロースBMS
平均
月齢

平均
産次

性別

206516.575.42.38.269.79.829.35.6去勢

55464.275.33.08.169.110.430.35.6雌

261505.575.42.58.269.69.929.55.6全体



家畜人工授精所の運営状況報告の作成はお済みでしょうか。

家畜改良増殖法の規定により、開設者は県知事へ運営する
家畜人工授精所の状況報告の提出義務があります。

なお、当所からの指導に応じず、提出しない場合は指導文書の
発出や立入検査等を踏まえ、厳正な対処を実施いたします。

家畜人工授精所の開設者の皆様へ

Q 令和６年度分の提出期限はいつまで？

A 運営状況報告の提出は家畜改良増殖法に基づく命令です。正当な理
由がなく、従わない場合は、次のような行政処分と刑罰が科せられ
ることがあります。

・５０万円以下の罰金刑
・運営する家畜人工授精所の業務停止若しくは開設許可の取消
・管理する家畜人工授精師の免許資格の停止若しくは免許資格の取消

Q 運営報告が未提出のままだとどうなりますか？

Q 令和６年に授精所を廃止したけど、運営状況報告の義務はあるの？
A 運営状況報告は廃止した年まで報告義務があります。
令和６年の運営状況を令和７年４月30日に報告する必要があります。
運営状況報告を廃止届と一緒に提出した方は再度提出は不要です。

Q 運営状況報告の記載方法を教えてください。
A 家畜保健衛生所では授精所に伺い、作成を手伝います。
譲渡等記録簿と家畜人工授精簿をご用意の上、ご連絡ください。

A 令和６年度分の報告は令和７年４月30日が提出〆切です。
八重山家畜保健衛生所 TEL：0980-84-4111



精液・受精卵を購入する時に注意するポイント

・購入先は家畜人工授精所であるか確認する。
※ 家畜人工授精所ではない農家等は精液・受精卵を販売
できません。

・購入する精液・受精卵の使用制限使用目的・
使用者の範囲 を確認しよう。
※ 使用できる地域が限定されている種雄牛もいます。

・購入した精液・受精卵の証明書を確認しよう。
※ 使用された形跡がある（割印・破れ・剥がした跡）
※ 証明書裏面の譲渡経由の記載が修正液等で削除されて

いる
※ 紙質が他の物と違っている・印字が不鮮明・薄い

・精液ストローに採取年月日の表示がされているか。
※ 令和２年 月１日以降に採取された精液には表示義務

があります。

・授精所以外から購入した精液・受精卵で生産された子牛は登記不可。
（無登録になる。）

・不正に流通した精液・受精卵を使用した場合、購入した農家も種畜
場から損害賠償のほか10年以下の懲役と1千万円以下(法人は３億
円)の罰金が科せられます。

和牛精液・和牛受精卵の不正流通に
気を付けましょう。

牛農家・授精師・獣医師のみなさまへ

精液・受精卵を授精所ではない農家等が譲渡(販売)することは
犯罪です。家畜改良増殖法違反で100万円以下の
罰金が科せられます。
・ 八重山家畜保健衛生所:0980－84－4111


